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平成29年１月27日 

各   位 

会 社 名 ア サ ヒ 衛 陶 株 式 会 社

代 表 者 名 取締役社長 町 元  孝 二

（コード ５３４１ 東証第二部） 

問合せ先 
執行役員 

企画管理部長 
丹 司  恭 一

Ｔ Ｅ Ｌ (０６)７７７７－２０７３ 

 

 

当社大規模買付ルール（買収防衛策）の継続について 
 

 当社は、平成26年１月20日開催の取締役会において、会社法施行規則第118条第３号

に定める株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方

針（以下「基本方針」といいます。）並びに基本方針に照らして不適切な者によって当

社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社

株式の大規模買付ルール（以下「現行ルール」といいます。）を導入することについて

決定し、平成26年２月27日開催の当社の第63回定時株主総会において株主の皆様から

ご承認をいただきました。 

今般、当社は現行ルールが平成29年２月24日開催予定の当社の第66回定時株主総会

（以下「本定時株主総会」といいます。）の終結の時をもって終了することを受け、本

日開催の取締役会において、出席した当社取締役全員の賛成により、現行ルールを継続

する（以下、現行ルールを継続したものを「本ルール」といいます。）ことを決定いた

しましたので、お知らせいたします。但し、現行ルールの継続は、本定時株主総会にお

いて、株主の皆様の承認を得られることを条件として発効することとし、有効期間は平

成32年２月開催予定の当社定時株主総会終結の時までとします。現行ルールの継続に際

して基本方針の実現に資する特別な取組みの変更その他実質的な内容の変更を含まな

い所要の修正を行っておりますが、本ルールの基本的な内容は現行ルールと同一であり

ます。 

本ルールの内容につきましては、別紙をご参照下さい。 

また、本日現在、当社株式の大規模買付けに関する打診及び申し入れは一切ございま

せん。 
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記 

 

Ｉ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 

 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の事業の本質、当社

の企業理念及び当社企業価値の源泉、取引先企業等の当社のステークホルダーとの信頼

関係の重要性を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上さ

せる者でなければならないと考えております。他方、当社も上場企業である以上、健全

な投資家の皆様が当社の株式を買い付けることは、原則、自由ではありますが、下記Ⅱ.

に記載する当社の経営理念を否定し、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた

施策に異を唱える者によって当社に対する買収提案が行われた場合、これを受け入れる

かどうかは、その時点における株主の皆様の適切なご判断に委ねられるべきものと考え

ております。そして、株主の皆様に適切にご判断いただくためには、株主の皆様に十分

な情報を提供することが必須です。 

 また、大規模買付行為の中には、その目的等から企業価値ひいては株主共同の利益に

対して明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれが

あるもの、対象会社の取締役会や株主が大規模買付行為の内容等を検討し、代替案を提

案するための十分な時間や情報を提供しないもの、大規模買付者（別紙１「大規模買付

ルール（買収防衛策）」の2.(1)）に定義されます。以下同じ。）の提示した条件よりも

有利な条件を引き出すために大規模買付者との交渉を必要とするもの等、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

 当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行

う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えてお

ります。 

 

Ⅱ. 基本方針の実現に資する特別な取組み 

 

 当社は、江戸時代享保年間に創業した屋根瓦製造販売業の流れを汲む衛生陶器メーカ

ーで、近年は衛生陶器をコアビジネスとする、サニタリー分野での住宅設備機器を長年

に亘り社会に供給してまいりました。当社は、「お客様にご満足いただける商品とサー

ビスを、満足いただける価格で提供する」ことを最優先に、「快適で豊かな暮らし」が

実感できる住環境を実現することを経営理念としております。また、地球・環境にやさ

しいエコ、省エネ、節水商品、人にやさしい福祉、高齢者配慮商品の開発に注力すると

ともに、ユーザーニーズの変化に対応すべく、機動性を持った海外調達の強化を積極的

に進めております。さらに、主力商品の多機能洗髪洗面化粧台及び節水型トイレ等の更

なる拡充を図るとともに、ユニバーサルデザイン化粧台・住宅リフォーム対応の商品開
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発を進めております。 

 以上のように、当社は「水と電気」を使用する、耐久消費財を製造する企業として、

「地球環境に優しい（Save water／Save energy）」商品作りを行うことが、企業価値

を高めるものと信じております。 

 具体的な戦略及び施策としては、以下の２点となります。 

 

 ① 売上の拡充 

当社は「オリジナル（ＰＢ）住宅設備機器の拡販」、「福祉介護分野での地位確

立」、「国際事業の拡大」を重点戦略として、販売拡大を図ってまいります。 

オリジナル（ＰＢ）住宅設備機器の拡販につきましては、国内事業において長年

培ってまいりましたトイレ・洗面化粧台・温水洗浄便座の製造技術と他社には無い

小回りを効かした「もの作り」による商品提案力の強化、また平成27年10月に立ち

上げましたベトナム工場の稼動力を活用したオリジナル製品の受注等につとめて

まいります。 

また福祉介護分野では、自社のみならず独自性のある物づくりの出来る企業集団

「ＭＦＳＧ（未来福祉創造グループ）」のリーダー企業として、介護系の施設を中

心に「設計段階からのお手伝い」をコンセプトに地位確立を図ります。具体的には

介護施設大手グループへの福祉介護（ケアシス）商材の導入、アライアンス商材の

拡充による総合提案の実施を目指してまいります。 

国際事業におきましては、メインターゲットであるベトナム市場の事業拡大、昨

年9月に本格始動をいたしました中国での福祉関連事業の強化、また台湾・タイ・

ミャンマー・インドなど他のアジア諸国へのトイレセット・温水洗浄便座、給水栓

などの販路拡大により、売上拡充を図ってまいります。 

    

 ② 徹底したコスト削減 

昨年8月に実施しました香川事業所への開発・生産部門の移転・集約により、生

産・物流・管理費のコスト削減を進めてまいります。 

また海外（中国、韓国、台湾、ベトナム、タイ）の豊富なネットワークを活用し、

高品質で価格競争力のある調達網の強化「新規サプライヤーの開拓」に努め、仕入

コストを削減させる活動を継続して参ります。 

更にベトナム工場の本格稼働による価格競争力のある人工大理石の製品化にも

努め、原価の削減を図ってまいります。 
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Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組み 

 

１. 本ルールの必要性 

 

 当社取締役会は、上記Ⅰ.に記載した基本方針に照らして不適切な者によって当社の

財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、不適切な

者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するとともに、大規模買付行

為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の

皆様がかかる大規模買付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間

を確保したりすること、また株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能にすることを

目的として、別紙１「大規模買付ルール（買収防衛策）」のとおり、大規模買付者が大

規模買付行為を行う前に取るべき手続等を明確かつ具体的に示した現行ルールの継続

を決定いたしました（ご参考のために本ルールについてのフローチャートを６頁に記載

しております。）。 

 

なお、平成28年11月30日現在の当社株主の状況は別紙４のとおりです。 

 

２．本ルールの合理性 

 

(1) 企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上 

 本ルールは、基本方針に基づき、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該買

付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案

するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと

等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することを

目的とするものです。 

 

(2) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

 本ルールは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した企業価値・株主

共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則（企業価

値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性

の原則）を充足しており、企業価値研究会が平成20年６月30日付で発表した「近時の

諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。

また、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程における買収防衛策の導入に係る遵守

事項（開示の十分性、透明性、流通市場への影響、株主の権利の尊重）も遵守しており
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ます。 

 

(3) 株主意思を重視するものであること 

 本ルールの有効期間は、平成32年２月に当社が開催する予定の定時株主総会の終結の

時までとし、当該株主総会において、株主の皆様より本ルールの継続についてご承認を

頂戴した場合に限り、当該株主総会終了後本ルールを継続することを予定しております。

また、当社は、本ルールの有効期間の満了前であっても、当社の株主総会又は株主総会

で選任された取締役により構成される取締役会において、本ルールを廃止する旨の決議

がなされた場合には、本ルールをその時点で廃止します。その意味で、本ルールの導入、

継続及び廃止は、当社株主の皆様の意思に基づくこととなっております。 

 

(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

 本ルールの運用に際しては、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみにより

構成される特別委員会によって、当社取締役会の恣意的行動を厳しく監視するとともに、

特別委員会の判断の概要については株主の皆様に情報開示することとされており、本ル

ールの透明な運用が行われる仕組みが確保されております。 

 

(5) 合理的な客観的要件の設定 

 本ルールは、本ルールに定める合理的かつ客観的な要件が充足される場合でなければ

発動されないように設計されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するため

の仕組みを確保しているものといえます。 

 

(6) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

 本ルールは、大規模買付者の指名に基づき当社株主総会において選任された取締役で

構成される取締役会により廃止することができないいわゆるデッドハンド型の買収防

衛策ではありません。また、監査等委員である取締役を除く当社取締役の任期は１年と

されているため、本ルールは、いわゆるスローハンド型の買収防衛策ではございません。 

 

以 上 
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【本ルールについてのフローチャート】 

  

※１ 当社取締役会は、①特別委員会が対抗措置の発動に関して、予め株主総会の承認を得る

べき旨の留保を付して勧告を行った場合、又は、②大規模買付行為による当社の企業価

値ひいては株主共同の利益に対する侵害が認められるか否かが問題となっており、かつ、

当社取締役会が善管注意義務に照らし株主の意思を確認することが適切と判断する場

合には、株主総会を招集することができるものとします。 

 

 

否
決

可 
決 

※ 
１

本ルールの概要 大規模買付開始時のフロー

大規模買付者

本ルールを遵守した場合 
本ルールを遵守しない場合 

本ルールを遵守しない大規模買付行為の開始 

本ルール

大規模買付者から 意向表明書の提出 

取締役会から 必要情報リストの提出 
（意向表明書受領日の翌日から 10 営業日以内） 

大規模買付者から必要情報の提出 

取締役会評価期間 
60 日以内（最長90 日） 

（株主意思を確認する場合）
株主総会 

対抗 措置不発動 対抗措置発動

特別委員会

認 
め 
ら
れ 
な 
い 
場 
合 

認められる場合

取締役会による発動の判断 

意向表明書が提出されない

必要情報が提出されない

諮問
勧告

評価期間満了前の買付

諮問
勧告

取締役会 
・買収提案の評価、検討
・代替案の立案
・大規模買付者との交渉

当社の企業価値ひいては株主共
同の利益に対する明白な侵害をも
たらすおそれがある場合であり、
かつ、対抗措置を取ることが相当
であると認められるか？
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<別紙１> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模買付ルール（買収防衛策）
 

 

 

アサヒ衛陶株式会社 
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1. 本ルールの継続とその目的 

 

   当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させる

ことを目的として、当社株式の買収を行おうとする者が従うべきルール（以下「本

ルール」といいます。）を定め、買収が本ルールに従って行われない場合や当社の

企業価値又は株主の共同の利益に資さない場合には、対抗措置を発動することがで

きるようにいたしました。 

   当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の買収を

行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考

えています。本ルールは、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針

の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する当社

株式の買収を抑止すると共に、当社株式の買収が行われる際に、当社取締役会が株

主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる買収に応じるべきか

否かを判断するために必要な情報や時間を確保したりすること、株主の皆様のため

に交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。 

 

2. 本ルールの内容 

 

(1) 本ルールの適用（大規模買付行為の意義） 

 

   当社の発行する株券等（※1）の買付行為（買付け等その他の取得、買付け等そ

の他の取得の申込み又は売付け等その他の処分の申込みの勧誘を含みます。以下同

じとします。）を行おうとする者のうち、本ルールの対象となる者は、①当該買付

者を含む株主グループ（以下「大規模買付者グループ（※2）」といいます。）の

議決権割合（※3）を20%以上とすることを目的とする買付行為若しくはこれに類似

する行為を行おうとする者、又は、②当該買付行為の結果、大規模買付者グループ

の議決権割合が20%以上となる買付行為若しくはこれに類似する行為を行おうとす

る者（以下、①及び②の買付行為又はこれに類似する行為の一方又は双方を「大規

模買付行為」といい、これを行おうとする者を「大規模買付者」といいます。）で

す。 

 

※1 株券等とは、別段の断りのない限り、金融商品取引法第27条の23第１項又は同

法第27条の２第１項に規定する株券等を意味します。 

※2 大規模買付者グループとは、(i)当社の株券等（同法第27条の23第１項に規定

する株券等をいいます。）の保有者（同法第27条の23第１項に規定する保有者

をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとしま
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す。）及びその共同保有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をい

い、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとし

ます。）、並びに(ii)当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等

をいいます。）の買付け等（同法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、

取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその特

別関係者（同法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。）を意味

します。 

※3 議決権割合とは、(i)大規模買付者グループが上記※2(i)の場合は、当該保有

者の株券等保有割合（同法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいい

ます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項

に規定する保有株券等の数をいいます。）を加算して計算するものとします｡）、

(ii)大規模買付者グループが上記※2(ii)の場合は、当該大規模買付者及び当

該特別関係者の株券等所有割合（同法第27条の２第８項に規定する株券等所有

割合をいいます。）の合計をいいます。株券等保有割合及び株券等所有割合の

算出に当たっては、当社は、その合理的な裁量において、有価証券報告書、半

期報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書等に依拠することができ

るものとします。 

 

(2) 大規模買付者による必要情報の提供 

 

   大規模買付者には、大規模買付行為を開始する前に、当社宛に、大規模買付者の

名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び大規模買付行為によって

達成しようとする目的の概要を明示し、本ルールに定められた手続を遵守すること

を約束する旨を記載した書面（以下、「意向表明書」といいます。）をご提出いた

だきます。当社取締役会は、大規模買付者から提出された意向表明書受領後10営業

日以内に、大規模買付者に対し、以下の各事項を含み当社取締役会が大規模買付者

の大規模買付行為の内容を検討するために必要と考える情報（以下これらを「必要

情報」といいます。）の提供を要請する必要情報リストを交付します。当社取締役

会は、大規模買付者から提供された情報が十分ではないと認めた場合、大規模買付

者に対して、追加的に情報の提供を要求することがあります。 

   当社取締役会は、大規模買付者から意向表明書が提出された場合及び必要情報が

提供された場合にはその旨を開示します。また、必要情報について、当社株主の皆

様の判断のために必要であると判断した場合には、適切と判断される時期に、その

全部又は一部を開示します。 

   必要情報の具体的な内容は、大規模買付者の属性及び大規模買付行為の内容によ

って異なりますが、一般的な項目としては以下の事項を含むものとします。 
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① 大規模買付者グループの概要（大規模買付者グループの役職者の経歴・経験等

を含む。） 

② 大規模買付行為によって達成しようとする目的 

③ 大規模買付行為の方法及び内容（これまで当社が発行している株券等を取得し

ている場合には、その経緯と目的を含む。） 

④ 買付対価の算定根拠及び買付資金の裏付け 

⑤ 大規模買付者が当社の経営に参画した後に想定している経営方針、事業計画、

財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策、想定している経営者候補等 

⑥ 大規模買付者が当社の経営に参画した後に想定している組織再編 

⑦ 大規模買付行為の後における当社の株主（大規模買付者を除く。）、従業員、

取引先その他の当社に係る利害関係者等に対する対応方針 

⑧ 大規模買付行為完了後に実施を予定する当社の企業価値を継続的かつ安定的

に向上させるための施策及び当該施策が当社の企業価値を向上させることの

根拠 

⑨ 大規模買付行為のために投下した資本の回収方針 

 

(3) 当社取締役会による分析・検討 

 

   当社取締役会は、大規模買付者から必要情報の提供を受けた日から起算して60

日以内の期間（但し、当社取締役会は、必要がある場合には、この期間について30

日を上限として延長することができます。この場合、延長期間と延長理由を開示す

るものとします。）（以下「分析検討期間」といいます。）、外部専門家の助言を

受けるなどしながら、必要情報の分析・検討を行い、当社取締役会としての意見を

取りまとめ、公表します。当社取締役会は、分析検討期間中、必要に応じて、大規

模買付者と交渉し、また、株主の皆様に対する代替案の提示を行うことがあります。 

なお、当社取締役会は、下記4.記載のとおり、一定の場合には、大規模買付行為

に対する対抗措置の発動等に関して株主総会を招集する場合があります。 

 

(4) 大規模買付行為の開始可能時期 

 

   大規模買付者は、分析検討期間の経過後（当社取締役会が分析検討期間内に大規

模買付行為に対する対抗措置の発動等に関して株主総会を招集する旨を決議した

場合には、当該株主総会の終結後）にのみ大規模買付行為を開始することができる

ものとします。 
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(5) 本ルールの適用除外 

 

   当社取締役会は、分析検討期間が終了しているか否かにかかわらず、大規模買付

者による大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益に対する明白な侵

害をもたらすおそれがないと判断した場合は、当該大規模買付行為について以後本

ルールを適用せず、また、対抗措置を発動しない旨を直ちに決議し、公表します。 

 

3. 大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

 

(1) 大規模買付者が本ルールを遵守しなかった場合 

 

   大規模買付者が本ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会は、会社法その他

の法律及び当社定款の下で可能な対抗措置のうちからそのときの状況に応じ最も

適切と判断した手段を選択し対抗措置を発動することがあります。 

   なお、具体的な対抗措置として新株予約権無償割当てを行う場合の概要は、添付

別紙２に記載のとおりであり、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条

件及び取得条項等を設けることがあります。 

 

(2) 大規模買付者が本ルールを遵守している場合 

 

   当社取締役会は、大規模買付者が本ルールを遵守している場合には、原則として、

大規模買付行為に対する対抗措置を発動しません。但し、当該大規模買付行為が当

社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがあ

る場合であり、かつ、対抗措置を取ることが相当であると認められる場合には、当

社取締役会は、前記(1)と同様の対抗措置を発動することがあります。具体的には、

以下のいずれかに該当すると認められる場合には、原則として、大規模買付行為が

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれが

ある場合に該当するものとします。 

 

(a) 以下に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する

明白な侵害をもたらすおそれのある大規模買付行為である場合 

① 株券等を買い占め、その株券等について当社又は当社の関係者に対して高

値で買取りを要求する行為 

② 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの重要な資産等を廉価に取

得する等当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行

為 
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③ 当社グループの資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や

弁済原資として流用する行為 

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの事業に当面関係していな

い高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせる

か、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行

為 

 

(b) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目

の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買

付を行うことをいいます。）等、株主に株式の売却を事実上強要するおそれの

ある大規模買付行為である場合 

 

(c) 大規模買付行為の条件（対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実現可能性、

買付等の後における事業計画、及び当社の他の株主、顧客、従業員等の利害関

係者に対する対応方針等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み著しく不十

分又は不適当な大規模買付行為である場合 

 

(d) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の株主、顧客、従業員等との

関係又は当社の企業風土を破壊することなどにより、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす大規模買付行為である場合 

 

(e) いわゆる反社会的組織又はその組織が支配・関与する個人・団体による大規模

買付行為である場合 

 

4. 対抗措置を発動する場合の手続き 

 

   当社取締役会は、大規模買付行為に対して対抗措置を発動するか否かを判断する

場合、その判断の公正性を確保するために、事前に、本ルールに関して設置する当

社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される特別委員会に対抗

措置の発動の是非等について諮問します（特別委員会の概要については添付別紙３

のとおりです。）。なお、当社取締役会が特別委員会に諮問して答申を受けるまで

の期間は、取締役会の分析検討期間に含まれるものとします。 

   特別委員会は、当社取締役会からの諮問に基づき、外部専門家の助言を受けるな

どしながら意見を取りまとめ、当社取締役会に対して対抗措置の発動が適当か否か

等について勧告します。特別委員会は、勧告に際して対抗措置の発動に関して予め

株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができるものとします。 
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   当社取締役会は、この特別委員会による勧告を株主の皆様に開示した上で、当該

勧告を最大限尊重して、対抗措置の発動に関して決議を行います。 

   また、当社取締役会は、①特別委員会が対抗措置の発動に関して、予め株主総会

の承認を得るべき旨の留保を付して勧告を行った場合、又は、②大規模買付行為に

よる当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する侵害が認められるか否かが

問題となっており、かつ、当社取締役会が善管注意義務に照らし株主の意思を確認

することが適切と判断する場合には、株主総会を招集し、対抗措置の発動その他当

該大規模買付行為に関する株主の皆様の意思を確認することができるものとしま

す。当該株主総会を開催する場合には、当社取締役会は、株主総会の決議に従い、

対抗措置の発動等に関する決議を行うものとします。 

   当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した必要

情報、必要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取

締役会が適切と判断する事項を記載した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招集

通知とともに送付し、適時・適切にその旨を開示します。  

   株主総会において対抗措置の発動または不発動について決議された場合、当社取

締役会は、当該株主総会の決議にしたがうものとします。したがって、当該株主総

会が対抗措置を発動することを否決する決議をした場合には、当社取締役会は対抗

措置を発動いたしません。 

 

5. 株主及び投資家の皆様への影響 

 

(1) 本ルール継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

   本ルールの継続時点においては、新株予約権無償割当て等は行われませんので、

株主の皆様の権利関係及び経済的利益に直接具体的な影響が生じることはありま

せん。 

 

(2) 対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

   当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的とし

て、上記の対抗措置をとることがありますが、当社取締役会が具体的な対抗措置を

とることを決定した場合には、適用ある法令、金融商品取引所規則等に従って、適

時適切な開示を行います。 

   対抗措置の発動時には、株主の皆様（大規模買付者グループを除きます。）が権

利関係又は経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりませ

ん。ただし、当社は、対抗措置として新株予約権の無償割当ての決議を行い、新株
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予約権の割当てを受ける株主の皆様が確定した後であっても、効力発生日の前日ま

での間に、①大規模買付行為が撤回された場合や、②大規模買付者による必要情報

の提供が完了したと当社が判断した旨開示した後、大規模買付者によって当該必要

情報につき重要な変更がなされたと判断した場合、③その他特別委員会の勧告の判

断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、新株予約権の無償割当てを

中止し、又は新株予約権の無償割当ての効力発生日以降行使期間開始日前日までに

無償にて新株予約権を取得することがあります。また、当社取締役会は、対抗措置

の発動の中止を決議する際には特別委員会の勧告を最大限尊重するものとします。 

   なお、これらの場合には、当社株式１株あたりの価値の希釈化は生じないことか

ら、当社株式１株あたりの価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株

主又は投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

(3) 対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続 

 

   当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、新株予約権無償割当てを行う場合、当

該決定に際して割当期日を定め、これを公告いたします。また、新株予約権の行使

に際しては、株主の皆様には、新株を取得するために、当社の書式による一定の誓

約書をご提出いただいたうえ、所定の期間内に一定の金額の払込みを行っていただ

く必要があります。 

   但し、当社は、当社取締役会が新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定

の手続に従い、当該決定において定めた日をもって新株予約権を取得し、その対価

として当社普通株式を交付することがあり、この場合、株主の皆様（大規模買付者

グループを除きます。）は、原則として、新株予約権を行使するための財産の出資

を行うことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社普通株式を受

領することになります（この場合も、株主の皆様に当社の書式による一定の誓約書

をご提出いただくことがあります。）。これらの手続の詳細については、実際にこ

れらの手続が必要となった際に、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき別

途お知らせします。 

 

6. 本ルールの有効期間 

 

   本ルールは、本定時株主総会での承認により同日から発効することとし、その有

効期間は、当社が平成32年２月に開催する予定の定時株主総会の終結の時までとし

ます。また、当社は、当該株主総会において、本ルールの継続についてお諮りする

ことにより、株主の皆様のご信任を得ることとします。 

   本ルールは、株主総会により承認され発効した後でも、当社の株主総会又は株主
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総会で選任された取締役により構成される取締役会において、本ルールを廃止する

旨の決議がなされた場合には、その時点で廃止されるものとします。 

   なお、本ルールや対抗措置の内容については、適用ある法令及び株式会社東京証

券取引所の規則に従い継続的に開示する予定です。 

 

以 上 
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<別紙２> 

 

新株予約権無償割当ての概要 

 

1. 新株予約権の割当ての対象となる株主及びその割当方法 

  当社取締役会が定める割当日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、そ

の所有株式（但し、当社の有する当社株式を除く。）１株につき１個の割合で割り当

てる。 

 

2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

  新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個あたりの

目的となる株式の数は１株とする。また、当社が株式分割又は株式併合その他を行う

場合は、所要の調整を行うものとする。 

 

3. 株主に割り当てる新株予約権の総数 

  割当日における当社の発行済株式数（但し、同時点において当社の有する当社株式

の数を除く。）を上限とする。 

 

4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額 

  各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は１株あたり１

円以上で当社取締役会が定める額とする。 

 

5. 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

 

6. 新株予約権の行使条件 

  大規模買付者、その共同保有者及びその特別関係者、これらの者から新株予約権を

当社取締役会の承認を得ることなく譲受け又は承継した者、これらの者の関連者（親

会社、子会社、兄弟会社及び協調して行動する者として取締役会が認めた者を含む。

以下、本項に基づき新株予約権を行使することができない者を総称して「非適格者」

という。）は、一定の例外的事由（※1）が存する場合を除き、新株予約権を行使で

きない。 

 

7. 取得条項 

  当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権者（但し、非適格者を除

く。）に対して、当社が新株予約権を取得するのと引換えに、新株予約権１個あたり
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当社普通株式１株を上限として交付することができるものとする。 

  また、行使期間開始日前日までの当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当

社が新株予約権を無償で取得することができるものとする。 

 

8. 新株予約権の行使期間等 

  新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会において別途定

めるものとする。 

 

9. 本概要は、実際に対抗措置の発動として新株予約権無償割当てを決議する取締役会

において変更され得るものとする。 

 

※1 具体的には、(x)大規模買付者が新株予約権無償割当ての決議後に大規模買付行

為を中止若しくは撤回又は爾後大規模買付行為を実施しないことを誓約すると

ともに、大規模買付者その他の非適格者が当社が認める証券会社に委託をして

当社株式を処分した場合で、かつ、(y)大規模買付者グループの議決権割合（但

し、議決権割合の計算にあたっては、大規模買付者グループ以外の非適格者に

ついても大規模買付者グループとみなして算定を行うものとし、また、非適格

者の保有する新株予約権のうち行使条件が充足されていないものは除外して算

定するものとする。）として当社取締役会が認めた割合（以下「非適格者議決

権割合」という。）が、(i)当該大規模買付行為の前における非適格者議決権割

合又は(ii)20%のいずれか低い方を下回っている場合は、当該処分を行った大規

模買付者その他の非適格者は、当該処分がなされた株式の数に相当する株式の

数を目的とする新株予約権につき、当該下回る割合の範囲内で行使することが

できることが定められることが予定されている。なお、かかる非適格者による

新株予約権の行使の条件及び手続等の詳細については、別途当社取締役会が定

めるものとする。 

 

以 上 
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<別紙３> 

特別委員会の概要等 

 

1. 特別委員会規則の概要 

 

 特別委員会規則の概要は以下の通りです。 

 

・ 特別委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

 

・ 特別委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の

業務執行から独立している社外取締役または社外有識者のいずれかに該当する者の

中から、当社取締役会が選任する。ただし、社外有識者とは、経営経験豊富な企業経

営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象

とする学識経験者、またはこれらに準ずる者を対象として選任するものとする。 

 

・ 特別委員会は、大規模買付者が本ルールを遵守したか否かの判断、大規模買付行為

が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと認められるか否かの判断、

対抗措置の発動不発動の判断、一旦発動した対抗措置の停止の判断など、当社取締役

会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理由および根拠

を付して当社取締役会に対して勧告する。なお、特別委員会の各委員は、こうした決

定にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点から

これを行うこととする。 

 

・ 特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者である専門家（ファイナンシャル・

アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を得

ることができるものとする。 

 

・ 特別委員会の決議は、出席した委員の過半数をもってこれを行う。 

 

2. 委員（就任予定者）の略歴 

 当社取締役会の決議により設置される予定である特別委員会委員は以下の3名となり

ます。 
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（１）社外取締役（監査等委員）２名 

①中光 弘（弁護士） 

（略歴） 

平成５年４月 弁護士登録、中央総合法律事務所入所 

平成15年３月 弁護士法人中央総合法律事務所社員弁護士 

平成20年２月 当社社外監査役 

平成24年７月 弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士（現在） 

平成28年２月  当社社外取締役（監査等委員）（現在） 

 

②井関 新吾（公認会計士） 

（略歴） 

昭和56年４月 日新監査法人（現新日本有限責任監査法人）入社 

昭和59年３月 公認会計士、税理士登録 

昭和62年７月 井関公認会計士事務所開設 所長就任（現在） 

平成３年６月 株式会社井関総合経営センター代表取締役就任（現在） 

平成22年２月 当社社外監査役 

平成28年２月  当社社外取締役（監査等委員）（現在） 

 

※ 社外取締役中光弘、井関新吾の両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対

し、独立役員として届け出ております。 

 

（２）社外有識者（弁護士）１名 

①西野 弘一（弁護士） 

（略歴） 

平成５年４月 弁護士登録、塚口事務所入所 

平成10年４月 西野弘一法律事務所開設 

平成13年５月 田渕・西野法律事務所開設弁護士（現在） 

 

※ 西野弘一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

 

以 上 
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<別紙４> 

 

当社株主の状況（平成28年11月30日現在） 

１．会社が発行する株式の総数 48,000,000株 

２．発行済株式の総数 14,940,000株 

３．株主数 1,799名 

４．大株主の状況（上位10 名） 

氏名 所有株数 持株比率 

日本証券金融株式会社 806,000 株 5.4 ％ 

アサヒ衛陶取引先持株会 712,000   4.8  

松井証券株式会社 629,000   4.2  

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 

(株式付与ESOP信託口・７５６４４) 

462,000

  

3.1 
 

丹司英子 384,000   2.6  

株式会社ＳＢＩ証券 374,000   2.5  

阿部五美 345,000   2.3  

鈴木拓也 311,000   2.1  

山田紘一郎 304,000   2.0  

町元孝二 262,000   1.8  

上位10名計 4,589,000   30.7  

 

以 上 


